
様式１１

認定協定の廃止の届出書

令和 年 月 日

（宛先）秋田県知事

住所

氏名

の資源管理協定（協定認定番号 ）に

ついて廃止したことから、漁業法施行令（昭和 25 年政令第 30 号）第 10 条第５項及

び漁業法施行規則（令和２年農林水産省令第 47 号）第 35 条第４項の規定に基づき、

関係書類を添えて届け出ます。

（備考）

１ 漁業法施行規則（以下「施行規則」という。）第 35 条第４項の規定に基づき、

届出書には届出に係る認定協定の廃止が当該認定協定に定められた施行規則第

36 条第２号に定める協定を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する

書面を添付しなければならない。

２ 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第５条第１項の規定により共同申請の代表

者を選定したときは、申請者の住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

及び氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）の欄には、当該代表者のも

のを記載すれば足りる。


